
７月４日(火)～１８日(火)
区役所1階正面入口付近
区役所では、申込みの受付は行っ
ておりません。詳しくは、下記まで
お問合せください。
大阪市住まい公社 ６８８２‐７０２４

安のもど子「、は所役区と校学小内区
全を見守る」という目的のもと、協働で
防災無線スピーカーを活用した夕方の
子ども見守り放送を実施します。
　５月１日から、区内全域で試行放送を
行っておりましたが、７月１日から本格実
施へ移行するものです。

毎日17：５０（※１１月～３月は16：５０）
童謡「ふるさと」のメロディにのせ
て、子どもたちに帰宅を促すもの
市民協働課（教育支援）４階４１番
６３０８-９４１５

夕方の子ども見守り放送、
区内全域で本格実施します

選挙ポスターの作品を
募集します!

市営住宅「申込みのしおり」配布

高齢者の被保険者証などを
7月中に更新します

保険料の決定通知書を７月中に
送付します

　次代を担う区内の小・中・高校生のみなさん
を対象に「明るくきれいな選挙」をテーマとした
ポスター作品を募集します。
　応募していただいたポスターは、選挙啓発用
の資料やホームページへの掲載を行います。
　審査の結果、入選された方へは賞状と副賞
を、応募者全員に参加賞をお贈りします。
　詳しくは、各学校を通じてお知らせします。た
くさんのご応募お待ちしています。

淀川区選挙管理委員会
6308-9626

●後期高齢者医療保険料決定通知書
７５歳以上の方（一定の障がいが
あると認定された方は６５歳以上）

※保険料を年金からお支払いいただいて
いる方は、口座振替による納付方法が選
択できますので、お問合せください。

窓口サービス課（保険年金）4階43番
6308-9956

●介護保険料決定通知書
６５歳以上の方（介護保険の第１号
被保険者）で、年金からのお支払
いにより保険料を納めていただい
ている方

※４月に決定通知書をお送りした方で、保険
料段階の変更や納付方法が年金からの
お支払に変更となる方にも送付します。

保健福祉課（介護保険）3階31番
6308-9859

市税の納期限
固定資産税・都市計画税（第2期分）の

納期限は、7月31日（月）です。市税への
ご理解と納期内の納付をお願いします。

梅田市税事務所固定資産税グ
ループ
4797-2957(土地)、2958

(家屋)
※固定資産税（償却資産）については、船
場法人市税事務所　 4705-2941

配布期間
配布場所

放送時刻

　昨年度にお勤め先から給与支払報告
書や所得税の確定申告書が提出されて
いる方で、今年度の申告等がない方な
どを対象に、個人市･府民税の申告書を
お送りしています。申告が必要な場合
は、指定の期日までにご提出ください。
　また、申告内容、収入・資産状況および
事務所等の開設状況などについて、市
税事務所から電話や文書または訪問（徴
税吏員証を携帯）による調査を実施して
いますので、ご協力をお願いします。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

　区内中学生必見！トライグルー
プの課外授業が月10,000円（税
込）で受講できるヨドジュク。塾代助
成カードの利用なら実質0円！

(株)トライグループ（実施事業者）
0120-555-202

（9：00～23：00　土日もＯＫ！）
市民協働課

　　　（教育支援）
　　　4階41番

6308-9414

個人市・府民税に関する
申告の調査を実施しています

現在お持ちのものは8月から使用でき
なくなります。7月末までに届かない場合
は、各問合せ先までお知らせください。
※証の種別により届く時期は異なります。
●後期高齢者医療被保険者証

75歳以上の方（一定の障がいが
あると認定された方は65歳以上）

　　　（旧）薄緑色→（新）桃色

　要介護（支援）認定を受けている全て
の被保険者の方に利用者負担割合を示
した「負担割合証」を送付します。利用者
負担割合は、本人の所得金額等に応じて
1割または2割です。介護サービスをご
利用いただく場合は、被保険者証ととも
に負担割合証を事業者に提示してくだ
さい。

平成29年8月1日から
         平成30年7月31日

65歳以上の要介護（支援）認定
者で合計所得が160万円以上の方

介護保険利用者の
負担割合証の送付

有効期間

放送内容

窓口サービス課(保険年金)4階43番
6308-9956

●国民健康保険高齢受給者証
大阪市国民健康保険に加入の70
歳から74歳の方
窓口サービス課(保険年金)4階43番
6308-9956

●老人医療証(一部負担金相当額等一部助成)
老人医療証をお持ちの方

　　　（旧）黄色→（新）青色
保健福祉課(保健福祉)3階32番
6308-9857

→
→

→
→ ※ただし、世帯内の65歳以上の方全員

の年金収入＋その他の合計所得金額
が346万円（単身世帯は280万円）未
満の場合は1割が適用されます。

保健福祉課（介護保険）3階31番
6308-9859

2割となる方

詳細は
HPにて▼

ヨドジュクのお知らせ

5

お知らせ

7月の日曜開庁 7月23日（日） 9:00～17:30
窓口サービス課　 6308-9963／転入･転出などの届出、戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書発行など

6308-9956／住民異動に伴う国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療の各種申請・届出など

日曜開庁のお知らせ 
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